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１ 営繕工事フロー図

※請負金額５００万円以上の場合

 

 ※主任監督員と調整

 ※主任監督員と総括監督員で実施

 ※主任監督員と調整

 ※主任監督員と総括監督員で実施 主任監督員

受注者の決定

契約

工 事 着  工

承諾等・報告事項
主任監督員

工事施工

コリンズ変更登録

［中間検査を実施する場合］
中間検査日程調整

主任監督員

主任監督員
指導･助言事項

取りまとめ

後日対応可

引渡し

中間下検査

中間検査

支払

設計変更が生じた場合
（工期変更も含む）

コリンズ完成登録

完成検査日程調整

［手直しがある場合］

設計変更（工事内容変更）

変更契約

主任監督員と協議

手直し報告書 主任監督員

［手直しがある場合］

コリンズ受注登録

工事着工前打合せ

完成下検査

工 事 完 成

完成検査

（承諾等願い・報告）

（承諾等・指示）

（打合せ記録）

主任監督員

（監督員指示書）

［変更が生じた場合］

手直し

※処置については
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２ 現場管理書類一覧 
営繕工事に係る契約、現場管理及び工事完成の際に必要な書類は、下表１から３までに示すとおり

とする。 
下表の書類を作成の上、現場事務所に常備し、発注者、監督員又は検査員から請求があった場合に

は、いつでも提示できるよう整理しておくこと（写し又はPDF等可）。 
「提出」欄に○、◎を付している書類は、発注者に提出し、◎を付している書類は、工事完了後に

営繕課提供の段ボール等にまとめて監督員に提出すること。 
部数の記載がないものは、１部提出すること。 

 

表１ 契約関係書類 ※現場事務所に写し又は電子データ（PDF等）を常備すること。 

書類分類 様式・名称 
（根 拠） 

提
出 注意事項 

○当初契約時 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

１ 工事請負契約書 
（工事請負契約約
款、仲裁合意書を
含む。） 

運用基準様式 
第１号 

○ 
2部 

・契約締結時に、正副２部を契約担当に提出すること。 
 ※正には収入印紙を貼付 
 ※約款第18条の2の添付漏れに注意 
・建設リサイクル法対象工事（特記仕様書に記載）につ

いては、同法第12条に係る説明書を監督員に提出する
こと。 

２ 入札公告    

３ 現場説明書   ・施工計画書に反映させること。 

４ 質疑回答書   ・施工計画書に反映させること。 

５ 監督員選任通知書 運用基準様式 
第４号 
(約款第９条) 

  

６ 現場代理人等通知
書 

運用基準様式 
第５号 
(約款第10条) 

○ 
2部 

・契約締結時に、契約担当に提出すること。 

７ 課税事業者届 契約関係例規 ○ ・契約締結時に、契約担当に提出すること。 

８ 工程表 
 

運用基準様式 
第２号 
(約款第３条) 

○ 
2部 

・契約締結後14日以内に契約担当に提出すること。 

９ 請負代金内訳書 運用基準様式 
第２号の２ 
(約款第３条) 

○ ・契約締結後14日以内に契約担当に提出すること。 

10 入札時積算数量
書に基づく工事費
内訳書 (任意) 

( 約 款 第 18 条
の2) 

○ 
 

・入札時積算数量書に掲げる工事内訳、種目別内訳、科
目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に対応する金
額を表示した工事費内訳書を提出すること。 

・契約締結後14日以内に契約担当に提出すること。 
 

11 履行保証保険証
書又は納付書 

(約款第４条) 
 

○ ・契約締結時に、契約担当に提出すること。 
 

12 火災保険証書又は 
組立保険証書 

(約款第58条) ○ ・契約締結時に、契約担当に提出すること。 
※現場説明書により、条文が削除されている場合は、

加入不要 
 

13 法定外労災保険証 
書又は納付書 

(約款第58条) ○ 
 

・契約締結時に、契約担当に提出すること。 
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書類分類 様式・名称 
（根 拠） 

提
出 注意事項 

 
 
 
 

14 建設業退職金共済 
（建退共） 

①掛金収納書 
(契約関係例規) 

○ ・契約締結時に、契約担当に提出すること。 
 

②購入理由書 
(契約関係例規) 

○ ・建退共の証紙を購入しないときに作成し、契約締結時
に、契約担当に提出すること。 

 
15 登録内容確認書等 

(CORINS受注登録) 
①登録内容確
認書 
(標仕1.1.4) 

 ・工事請負代金額が500万円以上である場合に登録する
こと。 

・監督員への提出は不要。ただし、監督員から請求があ
った際に提示できるようにしておくこと。 
 

②登録のため
の確認のお願
い 
(標仕1.1.4) 

 ・監督員からの確認済メールを受理後、本登録を行うこ
と。 
※内容に修正がある場合は、監督員の指示による。 
※監督員の確認年月日及び確認者署名欄の記入は不

要。 
・上記の「確認済メール」と「登録のための確認のお願

い」をまとめて保管しておくこと。 
※監督員への提出は不要。 

 
16 前払金請求書 
 

運用基準様式 
第11号 
(約款第34条) 

○ ・請求日については、あらかじめ契約担当と協議するこ
と。 

・前払金保証書（西日本建設業保証(株)）の正本と写し
を提出すること。 

 
17 工事費支出明細書 
 

 ○ ・契約締結時に、契約担当に提出すること。 
 ※様式は契約担当が送付。 
 

○変更契約時    

 
１ 工事請負変更契約書 運用基準様式 

第１号の２ 
 

○ 
2部 

・変更契約締結時に、契約担当に提出すること。 

 
２ 履行保証保険証書 

（変更） 
 

(約款第4条) ○ ・変更契約締結時に、契約担当に提出すること。 
 ※工期延長や契約額が2倍超の変更の場合、必要。 

 

３ 火災保険証書又は 
組立保険証書 

（変更） 
 

(約款第57条) ○ ・変更契約締結時に、契約担当に提出すること。 
※現場説明書により条文が削除されている場合は、加

入不要 

 
４ 建設業退職金共済 

（建退共） 
 

契約関係例規 ○ ・追加購入が不要と判断した際は、理由書を添付して契
約担当に提出すること。 

 
５ 工程表 運用基準様式 

第２号 
○ 
2部 

・変更契約締結時に、契約担当に提出すること。 
※事前に工期変更協議にて変更している場合は不要 
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書類分類 様式・名称 
（根 拠） 

提
出 注意事項 

 

６ 工期変更協議書 運用基準様式 
第７号 
(約款第21条) 
(約款第23条) 

○ 
2部 

【受注者発議】（受注者の請求による工期の延長） 
・受注者の責めに帰することができない事由により工期

内に工事を完成することができない場合、発注者に工
期の延長変更を請求するときは、左記様式によるこ
と。 

 (約款第15条)  【発注者発議】（支給材料及び貸与品） 

 (約款第17条)  【発注者発議】（設計図書不適合の場合の改造義務、破
壊検査等） 

 (約款第18条)  【発注者発議】（条件変更等） 

 (約款第19条)  【発注者発議】（設計図書の変更） 

 
運用基準様式 
第６号 
(約款第20条) 

 【発注者発議】（工事の中止） 

 (約款第22条)  【発注者発議】（発注者の請求による工期の短縮等） 

 (約款第43条)  【発注者発議】（前払金の不払に対する工事中止） 

 ７ 工事中止通知書 (約款第20条)   

 ８ 監督員変更通知書 (約款第９条)   

 
９ 現場代理人等 

変更通知書 
運用基準様式 
第５号の２ 
(約款第10条) 

○ 
2部 

 

 

10 登録内容確認書等 
(CORINS変更登録) 

(標仕1.1.4)  ・該当がある場合に作成すること。 
※変更時と完成時の間が10日に満たない場合は、変更

時の作成は省略可。 
・当初契約時の「15 登録内容確認書等」に同じ。 

 
○出来高支払時    

 

１ 既済請負工事部分 
検査請求書 

運用基準様式 
第13号 
(約款第37条) 
 

○ 

 

 ２ 出来高内訳明細書 (約款第37条) ○  

 ３ 出来高写真 (約款第37条) ○  

 

４ 請求書 運用基準様式 
第11号 
(約款第37条) 
 

○ 
2部 

・請求日については、あらかじめ契約担当と協議するこ
と。 

・｢4-1 請求内訳書｣をホチキス留めし、割印すること。 

 
4-1 請求内訳書 運用基準様式 

第11号別紙 
 

○ 
2部 

・｢４ 請求書｣に添付する。 
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注） ＊約款・・・・・・宮崎県工事請負契約約款 
＊運用基準・・・・宮崎県工事請負契約約款運用基準 

県ＨＰの［トップ > 県政情報 > 入札・調達・売却 > 入札情報 > 工事契約関係情報 
＞ 宮崎県工事請負契約約款関係ダウンロード］より入手可能。 

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kanri/kense/chotatsu/yakkan.html 
 

＊工事請負約款第18条の2・・・営繕工事における入札時積算数量書活用方式の試行について 
県ＨＰの［トップ > しごと・産業 > 公共事業・建築・土木 > 技術基準 > 営繕工事 
 > 営繕工事における入札時積算数量書活用方式の試行について］より入手可能。 

http://www.pref.miyazaki.lg.jp/eizen/shigoto/kokyojigyo/20180302102608.html 
 
    ＊契約関係例規・・・建設工事契約関係例規 
      県ＨＰの［トップ > 県政情報 > 入札・調達・売却 > 入札情報 > 工事契約関係情報 

> 建設工事契約関係例規］より入手可能。 
       http://www.pref.miyazaki.lg.jp/kanri/kense/chotatsu/ 
 

＊COBRIS ・・・・・建設副産物情報交換システム 
建設副産物情報センターHPよりシステムに必要な事項を入力。 

http://www.recycle.jacic.or.jp 
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表２ 現場管理関係書類（監督員の承諾・確認等が必要な書類） 

書類分類 様式・名称 
（根 拠） 

提
出 注意事項 

１ 実施工程表 (標仕1.2.1) ◎ ・工事の着手に先立ち、監督員の承諾を受け、現場事務所
に掲示すること。 

 内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告、承
諾を受けること。 

・検査、官公署手続、工程上主要な段階確認及び手続の予
定についても記載すること。 
※実際の工事進捗及び月末毎の進捗率を朱書きで記入。 
  

２ 施工計画書 総合施工計画書 
(標仕1.2.2) 

◎ ・工事着手に先立ち、監督員に提出すること。 
・内容を変更する必要が生じた場合は、朱書きで追記・修

正し、又はページを追加して監督員に報告すること。
（差し替えは不可） 

・下記「３ 安全管理関係書類」「４ 施工管理･品質管理
関係書類」の計画を記載すること。 

 ※「組織現場表」に連絡先の記載は不要。 
 

工種別施工計画書 
(標仕1.2.2) 

◎ ・当該工事の施工に先立ち、監督員に提出すること。 
・内容を変更する必要が生じた場合は、朱書きで追記・修

正し、又はページを追加して監督員に報告すること。
（差し替えは不可） 

・下記「４ 施工管理･品質管理関係書類」の計画を記載す
ること。 

・品質計画に係る部分については、監督員の承諾を受ける
こと。 

・品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、朱書
きで追記・修正し、又はページを追加して監督員に提出
し、承諾を受けること。ただし、工期や数量だけの軽微
な変更等であって、施工計画に大きく影響しない場合
は、変更施工計画書の提出は不要。 
※工数の少ない工種は、他の工種に集約して記載可。 
※単価抜設計書の写しの提示・提出は不要。 
※主要機械（指定機械を除く。）の記載は不要。 
※段階確認計画に施工予定時期の記載は不要。 
※施工管理、品質管理、出来形管理についてチェックリ

スト等を添付すること。 
  

３ 安全管理関係
書類 

①新規入場者教育記録 
 

・安全教育を確実に実施すること。 
・緊急時の連絡先や血液型、体調等を把握しておくこと。 
  

②安全訓練教育記録 
（安衛法第 59 条）  

・施工計画書（安全管理計画）を基に、安全訓練教育を実
施し、記録に残しておくこと。（実施時間が分かるよう
に） 

  
③安全巡視日誌 

 

・施工計画書（安全管理計画）を基に、現場代理人による
安全巡視（現場内及び周辺の監視及び点検）を毎日（現
場閉所日を除く）実施し、記録に残しておくこと。 
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書類分類 様式・名称 
（根 拠） 

提
出 注意事項 

④安全パトロール記録 

 

・施工計画書（安全管理計画）を基に、現場作業従事者等
による安全パトロール（現場内及び周辺の点検及び指
導）を月1回実施し、記録に残しておくこと。 

  
⑤ＫＹ活動記録 

 
・施工計画書（安全管理計画）を基に、ＫＹ活動を実施

し、実施時間が分かるように記録に残しておくこと。 
  

⑥工具・機械点検台帳 
 

・施工計画書（安全管理計画）を基に、工具・機械点検を
実施し、記録に残しておくこと。 

 
４ 施工管理・ 

品質管理関係
書類 

①監督員立会検査 
記録 

(標仕 1.2.2) 
(標仕 1.5.4[建築]、 
1.5.2、1.5.3[電気、
機械]) 

◎ ・監督員立会検査（搬入検査、施工段階検査、一工程の施
工の確認等）について、その詳細（立会検査の種類、依
頼日、予定日、実施日、指摘事項、改善内容など）を記
録すること。 
※遠隔臨場で立会い、検査を行った場合は、その旨を明

記すること。 
※立会検査の種類、依頼日、予定日については、実施工

程表、月間工程表、週間工程表、打合せ記録等に記載
することにより省略できる。ただし、依頼から７日以
内に立会検査を実施したことが確認できるようにして
おくこと。 

  
②品質管理資料 
(標仕 1.3.6[建築]、 
1.3.4[電気、機械]) 
(標仕 1.4.2、1.4.5 
[建築、電気] 
1.4.2、1.4.6 
[機械]) 
(現場説明書) 

◎ ・施工計画書（品質管理計画）を基に、品質管理を実施
し、記録に残しておくこと。（チェックリスト等） 
※設計図書でJIS等の規格が指定されている材料で、全

数確認が必要な工種（杭、塗装、防水、吹き付け等）
以外のものについては、搬入時の工事写真を提出する
ことで、当該資料の作成を省略することができる。 

・工事に使用する木材については、合法木材証明書を提出
すること。 
  

③出来形管理資料 ◎ ・施工計画書（出来形管理計画）を基に、出来形管理を実
施し、記録を残しておくこと。（測定表、管理図表、チ
ェックリスト、使用数量表等） 

  
④数量チェックリスト ◎ ・個数ものの部屋・箇所ごと及び合計の数量を記した表を

作成し、数量の増減を常に管理すること。 
・完成検査時には、このリストを元に数量の確認検査を行

うこと。 
  

５ 官公署届出書
類  

(関係法令等) 
(標仕 1.1.3） 
 

◎ ・提出書類（書式、提出時期、提出先、検査時期）をリス
トアップしておくこと。 
※国､消防､電力会社等への申請･届出書類などを整理。 

・官公署との協議内容は「19 打合せ記録」により記録す
ること。 

・官公署による検査記録は、「表3 1 社内検査結果報告
書」等に準じて記録を残すこと。 
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書類分類 様式・名称 
（根 拠） 

提
出 注意事項 

6 災害防止協議
会（安全衛生
協議会）関係
書類 

（安衛法第 30 条） 
（現場説明書） 

 
・単独発注工事においては、元請負業者と下請負業者で組

織すること。 
・分離発注工事や隣接する工事がある現場においては、関

連する全ての工事の元請負業者と下請負業者で組織する
こと。 
※この場合、監督員は、元請負業者の中から工事現場全

体の安全を総括するものとして、「統括安全衛生管理
義務者」を指名する。 

※「総括安全衛生責任者」は、元請負業者が選任する。
（安衛法第15条） 

  
①協議会規約 

  

②協議会活動記録  ・協議組織の設置・運営を行った記録をしておくこと。 
※議事録、安全大会記録、活動状況写真等を整理。 
 

７ 設計図書の照
査確認  

(約款第18条) 
(標仕1.1.8) 

 
・打合せ記録、設計図書への記載等により記録を整備する

こと。 
※照査項目チェックリストの提示・提出は不要である

が、照査を適切に行うため積極的に活用すること。 
  

８ 働き方改革等
関連施策実施
協議リスト 

 

 ○ ・初回工事打合せ時に打合せ記録に添付し提出すること。 
 
 

９ 解体等工事に
係る事前調査
説明書面 

(大気汚染防止法) ◎ ・石綿事前調査結果報告システム(https://www.ishiwata-
houkoku.mhlw.go.jp)の出力ツールにて作成すること。 

 
 

10 再生資源利用 
（促進）計画書  

(建設副産物適正処
理推進要綱) 
別添様式第９号 
(標仕1.3.11[建築]、
1.3.9[電気、機械]) 

◎ ・COBRISで再生資源利用計画書（搬入用）、再生資源利
用促進計画書（搬出用）とも作成し、再生資源利用促進
計画書（搬出用）にはフロー図を添付し、監督員に提出
すること。 

・工事現場の公衆が見えやすい場所に掲示すること。 
・発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積

極的活用に努めること。 
・再資源化に配慮し、可能な限り中間処分とすることが望

ましい。 
・搬出先は基本的に現場から最初にどこへ搬出し処理した

のかを登録すること。 
   

①処分/運搬の 
契約書（写) 
 

◎  

②処分/運搬の 
許可証（写) 
 

◎ ・許可を受けている廃棄物の種類、許可期限を確認するこ
と。 

③運搬経路地図 ◎ ・搬出地点から処分場までの経路をマーキングすること。 
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書類分類 様式・名称 
（根 拠） 

提
出 注意事項 

11 再生資源利用 
（促進）実施書 

(建設副産物適正処
理推進要綱) 
別添様式第９号 
(標仕1.3.11[建築]、
1.3.9[電気、機械])  

◎ ・再生資源利用（促進）計画書と同様に COBRISで作成
し、監督員に提出すること。 

・建設資材利用実施、建設副産物搬出実施を入力し、印刷
又はPDF出力すること。 

  
処理状況写真 ◎ ・仮置き、搬出の流れ（積込み、処分場搬入）、処分場の

全景を撮影すること。※運搬中の写真は不要。 
なお、産業廃棄物収集運搬の表示が積込・搬入状況写真
で確認できれば、別途撮影する必要はない。（確認でき
ない場合は、別途撮影すること） 
※産業廃棄物収集運搬の表示は両側面に表示することが

義務づけられているが、写真上では左右どちらかの表
示が確認できれば良い。 

  
12 産業廃棄物管

理票（マニフ
ェスト）  

  
・産業廃棄物管理票（マニフェスト）を受領後、内容の照

合確認（サイン、押印）を確実に行うこと。（Ａ、Ｂ
2、Ｄ、Ｅ票） 

・電子マニフェストの場合は、受渡確認票を印刷又はPDF
出力すること。 

・工事完了後５年間は、監督員等から提示を求められた場
合は、速やかに対応すること。 

  
13 主要資材発注

一覧表  
(標仕1.4.2) 
別添様式第１－１号 

〃  １－２号  

◎ ・必ず当該工事の施工前に監督員に提出すること。 
・変更があれば、その都度朱書き修正すること。 
・品質、性能を有することの証明となる資料を添付するこ

と。 
※主要資材の範囲は、規格・数量が決まっている資材、

隠れてしまう材料等で、監督員が現場毎に判断する。 
  

14 建設資材購入
通知書 

運用基準様式第3号
(約款第7条の2) 

◎ ・県内に営業所を有しない者から資材を購入した場合に作
成し、発注者に提出すること。 

 
15 工事材料搬入

報告書  
(標仕1.4.3) 
別添様式第１－２号 

◎ ・監督員に提出する前に、事前に必ず規格適合等により材
料の品質を検査すること。 
※書式は、「主要資材発注一覧表」との兼用可。 
  

16 承諾図 (標仕1.2.3) ◎ ・当該工事の施工に先立ち、監督員に提出し、その承諾を
受けること。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた
場合は、作成を省略できる。 

・設計図書の仕様を満足するものか確認できるものである
こと。 

・マーキング等により、チェック箇所を明確にすること。 
・各項目・機器ごとに、見出しやタックインデックス等で

見やすく整理すること。 
・内容を変更する必要が生じた場合は、その都度朱書き修

正し、監督員の承諾を受けること。 
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書類分類 様式・名称 
（根 拠） 

提
出 注意事項 

17 施工図 (標仕1.2.3) ◎ ・当該工事の施工に先立ち、監督員に提出し、その承諾を
受けること。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた
場合は、作成を省略できる。 

・現場の取り合いが困難な部分等について作成すること。 
・「総合図」により、関連工事との取り合いを調整するこ

と。 
・内容を変更する必要が生じた場合は、その都度朱書き修

正し、監督員の承諾を受けること。 
  

18 下請負関係書
類 

①下請業者選定理由書 
(宮崎県建設工事
元請・下請関係適
正化等指導要領） 
(約款第 7 条) 

○  ・下請負業者が本店を県外に置いている場合に作成し、発
注者に提出すること。 

 ※一次下請負のみ作成。二次下請負以降は不要。 
・原則、県内業者を選定するよう努めること。 
  

②下請工事に関する 
状況報告書 

○ ・当該工事の完了後、完成払を受けた日から１か月以内に
契約担当に提出すること（当初契約額が１千万円以上の
場合に限る）。 

  
19 技能士報告書 
※電気工事は除く 

別添様式第２号 
(標仕1.5.2) 
(特記仕様書) 

◎ ・必ず当該工事の施工前に監督員に提出すること。 
・技能士本人の現場入場を確認し、記録すること。 

※技能士の氏名その他必要事項を（工種別）施工計画書
に記載し、資格証明等を添付することで省略可。 

  
20 施工体制台帳 (建設業法等) 

(標仕1.1.5) 

 
・「施工体制台帳の作成等について（通知）」（平成７年

６月20日付け建設省経建発第147号、令和４年12月28日
最終改正）に基づき作成すること。（下記URL参照） 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1̲6̲bt̲000180.htm 
※平成27年度以降、下請負契約を締結した全ての公共工

事で作成を義務化。 
※主任（監理）技術者等の顔写真は不要。 
  

①施工体制台帳  ◎ ・全ての下請負業者分を作成すること。 
・「建設業法第24条に該当する請負契約を行っている建設

業者」及び「警備業者」について記載すること。 
・下請負業者についての工事内容、建設業の許可、主任技

術者の資格内容が適切か確認すること。 
・追加・変更があれば、その都度加筆・修正の上、監督員

に提出すること。 
  

②施工体系図  ◎ ・全ての下請負業者を網羅すること。 
・１次、２次下請…など、契約体系に注意すること。 
・工事現場の公衆が見えやすい場所に掲示すること。 
・下請負人が建設業の許可を受けていない場合は、下請負

人に関する「主任技術者」及び「専門技術者」について
は記載不要。 

  
③工事請負契約書
（写し) 

  

◎ 
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書類分類 様式・名称 
（根 拠） 

提
出 注意事項 

④下請負契約書、再下
請負契約書（写し） 

(約款第 7 条の 3) 

◎ ・約款を添付すること。 
・必要に応じて元請負人から下請負人への注文書(写し)、

下請負人の見積書(写し) 、請書(写し)を添付すること。 
 ※請負金額が分かるようにすること。 

※法定福利費を明示すること。 
※二次下請負以降も添付すること。 

  
⑤元請主任(監理)技術

者関係 
◎ ・主任（監理）技術者の資格及び雇用関係を証明する書類

又はその写しを添付すること。 
※主任技術者の資格要件を「実務経験」とする場合、実

務経験証明書を添付すること。 
※主任技術者の資格内容が指定学科卒での実務経験の場

合、卒業証明書を添付すること。 
※経験年数は、勤続年数ではなく経験内容の月数の累計

を記載すること。 
※健康保険証や標準報酬決定通知書、雇用保険被保険者

証の写し等を添付する場合は、保険加入状況の確認に
必要な事項以外（個人情報）を黒塗りしたものを添付
すること。 

  
⑥再下請負通知書 ◎ ・再下請負通知書を元請負人に提出すべき旨を記載した書

面を工事現場の公衆が見えやすい場所に掲示すること。 
  

⑦作業員名簿 
(建設業法) 

◎ ・元請負業者、下請負業者とも添付すること。 
・法令等により有資格者による施工が求められる工事につ

いては、必要とされる資格を記載し、資格者証等の写し
を添付すること。 

・建設労働者の建設業退職金共済又は中小企業退職金共済
の加入状況、建設キャリアアップシステムの登録状況が
記載されたものを利用することが望ましい。 

・建設キャリアアップシステムの登録情報を活用し、保険
加入状況の確認を行うこと。 

・システムを使用しない場合は、健康保険証、標準報酬決
定通知書や雇用保険被保険者証の写し等（保険加入状況
の確認に必要な事項以外を黒塗りしたもの）を提示させ
るなど、真正性の確保に向けた措置を講じること。 

 
⑧建設業許可証明書 ◎ ・元請負業者、下請負業者とも添付すること。 

  
21 月間工程表 

週間工程表 
(標仕1.2.1) ◎ ・監督員と受注者との打合せにより、必要と判断した場合

にのみ作成し、提出すること。 
※電子メール又はファクシミリでの提出可。 
  

22 工事進捗状況
報告書  

別添様式第３号 
(約款11条) 

◎ ・毎月25日までに監督員に提出すること。 
【建築工事】 
・請負金額１億2,000万円以下かつ工期180日以内の場合は

省略することができる。 
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書類分類 様式・名称 
（根 拠） 

提
出 注意事項 

【設備工事】 
・請負金額3,000万円以下かつ工期120日以内の場合は省略

することができる。 
【共通事項】 

※提出に当たり、工程表や写真の添付は不要。 
※当該工事の着工月（15日以降に着工した場合に限

る。）、完成月及び工場製作等で現場が未稼働の月
は、作成・提出不要。 

※電子メール又はファクシミリでの提出可。 
  

23 打合せ記録 別添様式第４号 
(標仕1.1.8) 
(標仕1.2.4) 

◎ ・監督員、施設管理者、官公署機関等との全ての打合せに
おいて、その内容を簡潔に記録し、その都度、監督員に
提出すること。 
※メールによる打合せは、紙出力し整理すること。指定

様式への転記は不要。 
※「打合せ記録」に根拠・出典（要領、通知、積算基準

等の名称、制定年月日、ページ番号等）を記載したと
きは、当該根拠・出典は不要。 

  
24 監督員指示書 

  
・現場に常備すること（コピー可）。 
 ※添付資料、添付図面を含む。 
  

25 休日・夜間作業
届出書 

(標仕1.3.5) ◎ ・休日（土曜日を含む。）に作業を行う場合は、あらかじ
め監督員に提出し、承諾を受けること。 
※一定期間（１か月程度）まとめての提出可。 
※ファクシミリ又は電子メールでの提出可。 
※実施工程表、月間工程表、週間工程表又は打合せ記録

により、休日・夜間作業をする作業日、作業時間、作
業内容及び理由を記載して事前に監督員に提出し、承
諾を得れば、当該届出書の提出は不要 

  
26 工事日報  [参考様式] 

別添様式第５号  

 
・工事着工日から工事完了日までの毎日の現場作業につい

て、その内容を現場代理人が日報に記録し、工事中間・
完成検査時に監督員・検査員に提示すること。 

・現場作業のほか、監督員や官公署との協議、立会い、検
査、主要な段階確認及び手続についても記載しておくこ
と。 
※様式は任意。 
（社内様式等で可。別添様式第5号は参考様式） 

  
27 建設業退職金

共済（建退共) 
①掛金充当実績総括

表 
(建退共本部様式 
第 031 号) 

 
・完成検査時に監督員・検査員に提示すること。 
＜様式ダウンロード＞ 
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/download/f̲kanyu.html 
  

②工事別共済証紙受
払簿 

(建退共本部様式 
第 032 号) 

 
・完成検査時に監督員・検査員に提示すること。 
＜様式ダウンロード＞※有料 
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/download/f̲kanyu.html 
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書類分類 様式・名称 
（根 拠） 

提
出 注意事項 

③建設業退職金共済
制度加入労働者数
報告書 

(建退共事務受託 
様式第 6 号)  

 
・完成検査時に監督員・検査員に提示すること。 
＜様式ダウンロード＞ 
https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/download/h̲jimu.html 

※下請事業主から提出されるもので、下請事業主が他の
退職金制度を活用している場合等に慣用的に用いられ
てきた、いわゆる「辞退届」は使用しないこと。 

※二次下請以降も全て添付すること。 
  

28 社内検査結果
報告書 

別添様式第８号 ○ ・社内検査における検査指示事項の手直し完了後、速やか
に監督員へ提出すること。 

・提出に当たっては、検査指示事項に係る手直しの内容が
分かるよう、書類又は写真を添付すること。 
※検査状況写真の撮影・提出は不要。 

  
29 中間下検査結果

報告書 
別添様式第８号 ○ ・中間下検査があった場合、中間下検査における検査指示

事項の手直し完了後、速やかに監督員へ提出すること。 
・提出に当たっては、検査指示事項に係る手直しの内容が

分かるよう、書類又は写真を添付すること。 
※検査状況写真の撮影・提出は不要。 
  

30 中間検査結果
報告書 

別添様式第８号 ○ ・中間検査があった場合、指導・助言事項をとりまとめの
上、速やかに監督員へ提出すること。 
※指導・助言に対する処置については、後日の対応で
可。 
※検査状況写真の撮影・提出は不要。 

  
31 創意工夫 別添様式第６号 

(現場説明書) 
  

◎   

32 標準仕様書・
監理指針等 

  
・現場事務所に常備しておくこと。 

※現場のパソコン又は印刷物等で見ることができれば
可。 

※書籍版の購入は任意。 
  

33 使用木製材品証
明書 

別添様式第11号 
(現場説明書) 

○ ・総合評価落札方式における地産地消への取組を評価する
工事の場合であって、県産材等の活用計画を提出し評価
されたときは、監督員に提出すること。 
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表３ 工事完成関係書類（監督員に提出する書類） 

書類分類 
様式・名称 
（根 拠） 

提
出 注意事項 

１ 社内検査結果
報告書 

別添様式第８号 ○ ・社内検査における検査指示事項の手直し完了後、速や
かに監督員へ提出すること。 

・提出に当たっては、検査指示事項に係る手直しの内容
が分かるよう、書類又は写真を添付すること。 

 ※検査状況写真の撮影・提出は不要。 
 

２ 完成下検査結
果報告書 

別添様式第８号 ○ ・完成下検査における検査指示事項の手直し完了後、速
やかに監督員へ提出すること。 

・提出に当たっては、検査指示事項に係る手直しの内容
が分かるよう、書類又は写真を添付すること。 
※検査状況写真の撮影・提出は不要。 

 
３ 完成検査結果

報告書 
別添様式第８号 ○ ・完成検査における検査指示事項の手直し完了後、速や

かに監督員へ提出すること。 
・提出に当たっては、検査指示事項に係る手直しの内容

が分かるよう、書類又は写真を添付すること。 
※検査状況写真の撮影・提出は不要。 

 
４ 工事写真 特記仕様書 ○ ・原則、CD-R、DVD-R等にて電子データで提出するこ

と。 
※原則、紙出力はしないこと。ただし、確認用として

監督員から請求があった場合は、この限りでない。 
※工事写真ソフトやPDF等の出力形式は問わないが、

工種ごとに確認できるよう整理すること。 
※検査時など、現場で監督員・検査員が確認できるよ

う、パソコン、モニター等を準備すること。対応が
困難な場合は、紙出力のうえ提示すること。 

※ウイルスチェックを行ったものを提出すること。 
・改修工事の場合は、見開き（左右）で改修前後の比較

ができるように整理すること。  
 
【施工状況写真、出来形管理写真、品質管理写真】 

※黒板の記載内容（基準値／実測値、工種等）が写真
上で確認できれば、写真帳の添え書き（黒板に記載
している内容の記載）は不要。 

 
【産業廃棄物の処理状況写真】 

※産業廃棄物の処理状況（積込み・処分場搬入状況）
の分かる写真を撮影。運搬中の写真は不要。 

 ※撮影頻度は、廃棄物の種類ごとに１サイクル。 
※搬出時期、搬出先が変わる場合は、その都度撮影。 

 
【出来形管理写真】 

※リボンテープとスチールテープの併用は不要。 
※完成後測定可能な部分については、出来形管理状況

が分かる写真を工種ごとに１回撮影で可（後は撮影
を省略可）。 

※完成後に不可視部となる部分は撮影省略不可。 
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書類分類 
様式・名称 
（根 拠） 

提
出 注意事項 

 
【使用材料写真】 

※JISマーク表示品については、規格及びJISマーク等
の表示を撮影するのみでよく、形状寸法写真の撮
影・提出は不要。 

※過去１年以内に県が工場検査に立ち会った工場の製
品については、材料の形状が分かる写真等を撮影す
るのみでよく､形状寸法の写真の撮影･提出は不要。 

 
【工事検査写真】 

※工事検査立会写真の撮影・提出は不要。 
 

【その他】 
※机上時の段階確認又は材料確認に使用（提出）した

写真については、工事写真（出来形管理写真、使用
材料写真等）としての再提出は不要。 

 ※「営繕工事写真撮影要領（令和５年版）」を参照。 
（国土交通省ＨＰに掲載） 

https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild̲tk4̲000030.html 
 

５ 完成写真 (特記仕様書) ○ ・工事写真とは別に紙出力し、「工事写真帳」の表紙を
付けて提出すること。 
※黒板は不要。 
※全景(原則４面)、各機器・設備等(種類ごと)に構成。 
※見開き（左右）で着工前、完成の比較ができるように

整理すること。 
 

６ 竣工写真 (特記仕様書) ○ ・特記仕様書で指定がある場合（大型の新築工事（建築
工事）等）は、工事完成後、製本したものを監督員に
提出すること。 

 
７ 完成届 運用基準様式第8号 

(約款第31条) 
○ 
2部 

・上部余白に捨印を押し、日付を記入の上、２部提出す
ること。 

 
８ 引渡申出書 運用基準様式第10号 

(約款第31条) 
○ 
2部 

・上部余白に捨印を押し、日付を記入の上、２部提出す
ること。 

 
９ 請求書 運用基準様式第11号 

(約款第32条、第34
条、第37条関係) 

○ 
2部 

・上部余白に捨印を押し、日付を記入の上、２部提出す
ること。 

・｢9-1 請求内訳書｣をホチキス留めし、割印すること。 
 

9-1 請求内訳書 運用基準様式第11号
別紙 
 

○ 
2部 

・｢9 請求書｣に添付する。 

10 登録内容確認
書等 

(CORINS竣工登録) 
 

(標仕1.1.4)  ・当初契約時の「15 登録内容確認書等」に同じ。 
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書類分類 
様式・名称 
（根 拠） 

提
出 注意事項 

11 完成図 
（CADデータ） 

(特記仕様書) 
(標仕1.7.2) 

○ ・完成図を修正した電子データ（施工図を含む）をCD-
R等（CADデータ及びPDFデータ）にて提出するこ
と。 
 

12 建設副産物実
態調査 

（COBRIS） 
  

  ・COBRISに実績を入力し、印刷又はPDF出力するこ
と。 
※電子データの提出は不要。 
 

13 保全情報デー
タシート 

 

財産総合管理課様式 
(特記仕様書) 

○ ・電子データを提出すること。 
※新築･増築･改築･改修（屋根防水･外壁改修･設備改

修）工事が対象。 
※延べ床面積が200㎡以下の建物については提出不

要。（増築後、200㎡超の建物は対象） 
 

14 引渡書 別添様式第７号 
(標仕1.7.3） 
(特記仕様書） 
 

◎ 
3部 

・施設管理者に引き渡す書類『完成図書』として、「15 
明細書」と合わせてドッジファイル等に綴じること。 

・複数の施設がある場合は、施設毎に整理すること。 
 

15 明細書 別添様式第７-１号 
別添様式第７-２号 

◎ ・「その他」には保守用品・予備品等を記載すること。 

①施工業者一覧 ○ ・下請業者の担当者及び連絡先を記載すること。 

②主要機器 
メーカー一覧 

○ ・メーカー又は代理店等の連絡先を記載すること。 

③使用資材一覧 ○  

・仕上表 
 

 ・仕上表（主に建築）には、使用資材のメーカー及び型
式等一覧を記載すること。 

・納入仕様書 
 

 ・納入仕様（主に設置機器）には、承諾図の最終納品版
を記載すること。 

 
④保証書 ○ ・宛名は「宮崎県知事○○ ○○」とすること。 

 ※病院局発注は「宮崎県病院局長○○ ○○」 
・保証開始日は、「8 引渡申出書」の引渡し日から１年

以上とすること。 
※県営住宅においては住戸ごとに作成すること。 
※メーカー等から提供されたもの（任意）を提出する
こと。 
 

⑤取扱説明書 
(標仕 1.7.3) 

○ ・納入機器の取扱説明書を添付すること。 
※県営住宅においては住戸ごとに作成すること。 
 

⑥保守指導要領書 
(標仕 1.7.3) 

○ ・必要に応じて運用方法を説明したものを施工業者にて
作成すること。 

・内蔵バッテリー等、取替時期のあるものは、記載して
おくこと。 

 
⑦試験記録 
(標仕 1.7.3) 

○ ・現場試験 ※試験記録表等のみとし、写真は不要。 
・工場試験 ※機器性能試験成績書 
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書類分類 
様式・名称 
（根 拠） 

提
出 注意事項 

⑧試運転報告書 
(標仕 1.7.3) 

○ ※総合試運転報告書 

⑨工場検査報告書 ○ ※亜鉛メッキ付着量証明書、非破壊検査報告書など 

⑩官公署その他 
届出書 

(標仕 1.7.3) 

○  

16 完成図(製本) (標仕1.7.2) 
(特記仕様書) 
 

○ ・「11 完成図」を印刷し、製本すること。 
※サイズは、施設管理者と協議のうえ決定する。部数
は、特記仕様書による。 

・表紙には、工事番号、工事名、工期、施工者（会社
名、電話番号）を記載すること。 

・設計変更内容、地中埋設物等は、修正･記載しておく
こと。 
 

17 工事完成図書
提出リスト 

別添様式第10号 ○ ・完成検査後の補修等を含め、全ての手続き等が完了し
た後、様式に記載された書類を監督員に引渡すこと。 

 



３ 監督員による立会い、指示、承諾、協議等の区分
 営繕工事においては、公共建築工事標準仕様書（令和4年版）に基づき、以下の区分により、立会い、指示、承諾、協議、
検査及び調整等を行う。

（１）建築工事

章 節 番号 号
工 事
受注者

発注者

1 各章
共通
事項

1 共通
事項

3 官公署その他
への届出手続
等

(2) 届出内容をあらかじめ監督員へ報告する。
報告

4 工事実績情報
サービス
（CORINS）
への登録

(1) 工事実績情報の登録予定内容について、事前に監督員の確認を受
ける。 確認

5 書面の書式及
び取扱い

(1) 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は、公共建築工事
標準書式によるほか、監督員と協議による。

協議 協議

(3) 施工体制台帳及び施工体系図の写しを監督員へ提出する。 提出
6 設計図書等の
取扱い

(2) 使用又は閲覧について、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合
は、この限りでない。

承諾

8 (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納ま
り、取合い等の関係で、設計図書によることが困難な場合若しく
は不都合が生じた場合は、監督員と協議する。

協議 協議

(2) 設計図書の訂正又は変更を行う場合は、監督員との協議による。 協議 協議
(3) 設計図書の訂正又は変更を行わない場合も、監督員との協議によ
る。

協議 協議

9 工事の一時中
止に係る事項

工事の一時中断が必要となった場合、直ちに状況を監督員に報告
する。

報告

10 工期の変更に
係る資料の提
出

工期を変更する場合は、必要とする変更日数の算出根拠、変更工
程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督員に提出す
る。

提出

11 特許の出願等 工事施工上必要な材料、施工方法等を考案し、これに関する特許
の出願等を行う場合は、あらかじめ発注者と協議する。 協議 協議

12 埋蔵文化財
その他の物件

埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監
督員に報告する。その後の措置については、監督員の指示に従
う。

報告 指示

2 工事
関係

1 実施工程表 (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督員の承諾を受け
る。

承諾

図書 (3) 契約書の規定に基づく条件変更等により、実施工程表の変更が生
じた場合は、監督員の承諾を受ける。

承諾

(4) 上記以外により、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合
は、監督員に報告する。

報告

(5) 週間工程表、月間工程表、工種別工程表を監督員に提出する。
（工事書類簡素化取扱確認書で協議した書類に限る。）

提出 指示

2 施工計画書 (1) 工事の着手に先立ち総合施工計画書を作成し、監督員に提出す
る。

提出

(3) 当該工事の施工に先立ち工種別施工計画書を作成し、監督員に提
出する。ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、作成
を省略できる。

提出 承諾

疑義に対する
協議等設計図
書の訂正、変
更
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章 節 番号 号
工 事
受注者

発注者

(4) 総合施工計画書及び工種別施工計画書のうち品質計画に係る部分
については、監督員の承諾を受ける。
品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督員の承諾
を受ける。

承諾

(5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告
する。

報告

3 施工図等 (1) 施工に先立ち、施工図等の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監
督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

  承諾

(3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告す
るとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講じ、監督員
の承諾を受ける。

報告 承諾

4 工事の記録等 (4) 適切な施工であることの証明を監督員の指示により、施工の記
録、工事写真、見本等を整備する。

  指示

(5) 監督員から請求されたときは、工事の記録等を監督員に提示し、
又は提出する。

提出

3 工事
現場

2 施工管理技術
者

(2) 資格又は能力を証明する資料を監督員に提出する。
提出

管理 3 電気保安技術
者

(2) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督員の承諾
を受ける。

提出 承諾

(3) 電気保安技術者は監督員の指示に従い業務を行う。 指示
4 工事用電力設
備の保安責任
者

(1) 工事用電力設備の保安責任者を定め、監督員に報告する。
報告

5 施工条件 (1) 行政機関の休日における工事の施工については、あらかじめ監督
員の承諾を受ける。

承諾

設計図書に施工時間が定められている場合において、その時間を
変更する必要があるときは、あらかじめ監督員の承諾を受ける。

承諾

設計図書に施工時間が定められていない場合において、夜間に工
事の施工を行うときは、あらかじめ監督員の承諾を受ける。

承諾

6 品質管理 (2) 必要に応じて監督員の検査を受ける。 検査
(3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督員と協議する。 協議 協議

7 施工中の安全
確保

(4) 施工箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設
配管等が工事に支障を来す場合は、監督員と協議する。

協議 協議

(6) 近隣等との折衝について記録し、直ちに監督員に報告する。 報告
地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじ
めその概要を監督員に報告する。

報告

緊急を要しない場合は、あらかじめその概要を監督員に報告の
上、対応を行う。

報告

9 災害等発生時
の安全確保

災害及び事故が発生した場合は、対策を含めてその経緯を監督員
に報告する。

報告

11 発生材の処理
等

(1) 設計図書に定められた以外の発生材の再利用、再資源化及び再生
資源の活用を行う場合は、監督員と協議する。

協議 協議

(2) 発生材のうち、引渡しを要するものの引渡し（保管）場所につい
ては、監督員の指示を受ける。

指示

発生材のうち、引渡しを要するものについては、調書を作成し
て、監督員に提出する。

提出

発生材のうち、再資源化を図るものと指定されたものについて
は、分別を行い、再資源化施設等に搬入したのち調書を作成して
監督員に提出する。

提出
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章 節 番号 号
工 事
受注者

発注者

上記以外の発生材は関係法令に従い適切に処理し、監督員に報告
する。

報告

4 材料 2 材料の品質等 (2) 使用材料が設計図書に定める品質及び性能を有することの証明と
なる資料を、監督員に提出する。ただし、設計図書においてＪＩ
Ｓ又はＪＡＳによると指定された材料で、ＪＩＳ若しくはＪＡＳ
のマーク表示のあるものを使用する場合又はあらかじめ監督員の
承諾を受けた場合は、資料の提出を省略することができる。

提出 承諾

(3) 製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、
「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドラ
イン」に準拠した証明書等を監督員に提出する。

提出

(4) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を
使用する場合は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明
のためのガイドライン」に準拠した内容の板面表示等により合法
性を確認し、監督員に報告する。

報告

(5) 調合を要する材料については、調合に先立ち、調合表を監督員に
提出する。

提出

(6) 設計図書に定める材料の見本を提示又は提出する。 提出
材質、仕上げの程度、色合、柄等について、監督員の承諾を受け
る。

承諾

3 材料の搬入 材料の搬入ごとに、監督員に報告する。ただし、あらかじめ監督
員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

報告 承諾

4 材料の検査等 (1) 現場に搬入した材料は、種別ごとに監督員の検査を受ける。ただ
し、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

承諾
検査

(2) 一度検査に合格した材料と同じ材料は、以後、抽出検査とする
が、監督員の指示を受けた場合は、この限りでない。

指示

5 材料の検査に
伴う試験

(1) 材料の品質及び性能を証明する試験の方法が設計図書に定められ
ていない場合は、監督員の承諾を受けた試験の方法による。

試験 承諾

試験に先立ち試験計画書を作成し、監督員の承諾を受ける。 試験 承諾
試験実施場所の決定については、監督員の承諾を受ける。 試験 承諾

(3) 試験は、原則として監督員の立会いを受けて実施する。ただし、
あらかじめ監督員の承諾を受けた場合はこの限りでない。

試験
承諾
立会

(4) 試験結果については、監督員に報告する。 報告
6 材料の保管 破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督員の

指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。
指示

5 施工 1 施工 (2) コンクリート打ち込み等で設備等が隠ぺい状態となる部分につい
ては、別契約の関連工事等の施工の検査が完了するまで施工して
はならない。ただし、監督員の承諾を受けた場合は、この限りで
ない。

承諾

2 技能士 (3) 技能士の資格を証明する資料（＝技能士報告書）を監督員に提出
する。ただし、施工計画書に記載し、資格証明等を添付すること
で省略可能。

提出

3 技能資格者 (2) 技能資格者の資格及び能力を証明する資料を監督員に提出する。
提出

4 一工程の施工
の確認及び報
告

一工程の施工を完了したとき又は工程の途中で監督員の指示を受
けたときは、適合確認を行い、適時、監督員に報告する。この場
合において、確認・報告は、監督員の承諾を受けた者が行う。

報告
指示
承諾

(2)
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章 節 番号 号
工 事
受注者

発注者

5 施工の検査等 (1) 設計図書に定められた場合、一工程の確認を報告した場合及び監
督員から指示された工程に達した場合は、監督員の検査を受け
る。

検査

(2) 上記の検査に合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部
分は、以後、抽出検査とすることができる。ただし、監督員の指
示を受けた場合は、この限りでない。

指示

(3) 見本施工（特記された場合）については、監督員の承諾を受け
る。

承諾

6 施工の検査等 試験計画書・試験場所 承諾
に伴う試験 試験の実施及び結果 承諾

7 施工の立会い (1) 設計図書に定められた場合又は監督員の指示を受けた場合の施工
は、監督員の立会いを受ける。また、監督員立会確認記録は、工
程表又は、打合せ記録に集約することができる。

 
指示
立会

8 工法の提案 設計図書に定められた工法等以外で、所要の品質及び性能の確保
が可能な工法、環境の保全に有効な工法、生産性向上に有効な工
法等の提案がある場合は、監督員と協議する。

協議 協議

9 化学物質の濃
度測定

(3) 測定結果を監督員に提出する。
提出

6 工事
検査

1 工事検査 (1) 工事を完了したときは、工事完成の通知（＝工事完了届）を監督
員に提出する。

提出

及び
技術
検査

(2) 契約書に規定する部分払を請求する場合は、出来形部分等の算出
方法について監督員の指示を受ける。 指示 指示

7 完成
図等

3 保全に関する
資料

(2) 保全に関する資料の作成に当たり、監督員と記載事項に関する協
議を行う。

協議 協議

2 仮設
工事

2 縄張
り、

1 敷地の状況確
認及び縄張り

(1) 敷地境界、既存構造物、敷地の高低差、敷地周辺等の状況を確認
し、監督員に報告する。

報告

遣り
方、

(2) 建築物等の位置（縄張り等）について監督員の検査を受ける。
検査

足場
等

2 ベンチマーク (2) ベンチマークの位置、高さ、設置の方法について監督員の検査を
受ける。

検査

3 遣方 (3) 遣方について監督員の検査を受ける。 検査
3 仮設
物

1 監督員事務所
等

(2) 監督員事務所に設ける設備は、特記がなければ、監督員と協議す
る。

協議 協議

2 危険物貯蔵所 やむを得ず工事目的物の一部を危険物置き場とする場合は、監督
員の承諾を受ける。

  承諾

4 仮設
物撤
去等

1 仮設物撤去等 (2) 工事の進捗上、仮設物が障害となり、かつ、仮設物を移転する場
所が無い場合において、工事目的物の一部を仮設物の移転先とし
て使用する場合は、監督員の承諾を受ける。

  承諾

3 土工
事

2 根切
り等

1 根切り (3) 給排水管等を掘り当てた場合は、損傷しないように注意し、必要
に応じて緊急処置を講じた上で、監督員及び関係者と協議する。

協議 協議

(4) 工事に支障となる障害物（容易に取り除けるものを除く。）を発
見した場合は、監督員と協議する。

協議 協議

(5) 根切り底の地盤をかく乱した場合は、自然地盤と同等以上の強度
となるよう適切な処置を検討し、その結果について監督員の承諾
を受ける。

  承諾

(7) 根切り底の状態、土質及び根切り深さについて監督員の検査を受
ける。

検査
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章 節 番号 号
工 事
受注者

発注者

支持地盤が設計図書と異なる場合は監督員と協議する。 協議 協議
2 排水 (1) 予想外の出水等により施工上重大な支障が生じた場合は、監督員

と協議する。
協議 協議

3 埋戻し及び盛
土

(1) 埋め戻し部分に型枠を撤去せず存置する場合は、監督員と協議す
る。

協議 協議

(3) B種又はC種について、良質土として認められない場合は、監督員
と協議する。

協議 協議

3 山留
め

2 山留めの管理 山留め設置期間中の点検・計測において異常を発見した場合は、
監督員に報告する。

報告

4 地業
工事

1 共通
事項

3 施工一般 (5) 地業工事の施工状況等については、随時、監督員に報告する。
報告

(6) 予定の深さまで到達することが困難な場合は、監督員と協議す
る。

協議 協議

予定の掘削深度になっても支持地盤が確認できなかった場合は、
監督員と協議する。

協議 協議

予定の支持地盤への所定の根入れ長さを確認できなかった場合
は、監督員と協議する。

協議 協議

所定の長さを打ち込んでも、設計支持力が確認できなかった場合
は、監督員と協議する。

協議 協議

所定の寸法、形状及び位置を確保することが困難な場合は、監督
員と協議する。

協議 協議

施工中に傾斜、変形、ひび割れ、異常沈下、掘削孔壁の崩壊等の
異常が生じた場合は、監督員と協議する。

協議 協議

上記以外に、杭が所要の性能を確保できないおそれがある場合、
監督員と協議する。

協議 協議

2 試験
及び
報告

1 試験一般 (2) 試験は、監督員の立会いのもとで行い、その後の施工について協
議する。ただし、監督員の承諾を受けた場合を除く。 試験

承諾
協議
立会

書 5 報告書等 (1) 施工完了後の報告書を監督員に提出する。 提出
(2) 試験杭において採取した土質資料は、報告書と共に監督員に提出
する。

提出

3 既製
コン

4 セメントミル
ク工法

(2) 専門工事業者が工事に相応した技術を有していることを証明する
資料を監督員に提出する。

提出

クリ
ート

(6) 根固め液及び杭周固定液が浸透して逸失した場合は、その対策を
含め監督員の承諾を受ける。

承諾

杭地
業

5 特定埋込杭工
法

(2) 専門工事業者が工事の規模に相応した施工機械、施工体制、施工
実績等を有していることを証明する資料を、監督員に提出する。

提出

4 鋼杭
地業

5 継手 (3) 溶接方法に当たり、半自動又は自動アーク溶接以外を使用する場
合は、監督員と協議する。

協議

5 場所
打ち

4 材料その他 (1) 鉄筋量が多く補強リングが変形するおそれのある場合は、監督員
と協議する。

協議 協議

コン
クリ
ート

5 アースドリル
工法、リバー
ス工法及びオ

(2) 試験杭掘削完了後、深さ及び支持地盤について監督員の検査を受
ける。 検査

杭地
業

ールケーシン
グ工法

本杭の全数の深さ及び支持地盤を記録した報告書を作成し、地盤
の状況に応じて監督員の検査を受ける。

  検査

(3) アースドリル工法の本杭の施工において、土質により安定液を用
いない場合は、監督員と協議する。

協議 協議
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章 節 番号 号
工 事
受注者

発注者

5 鉄筋
工事

1 共通
事項

3 配筋検査 主要な配筋について、コンクリート打ち込みに先立ち、監督員の
検査を受ける。

検査

4 ガス
圧接

7 鉄筋の圧接前
の端面

(3) 端面処理を圧接作業当日に行うことができない場合は、監督員と
協議をする。

協議 協議

10 圧接完了後の
圧接部の試験

D32以下の引張試験の試験片を採取した箇所を重ね継ぎ手で復旧す
る場合は、監督員の承諾を受ける。

承諾

11 (2) 抜き取り試験で不合格となったロットに対して、改善措置を行う
場合は、監督員の承諾を受ける。

承諾

抜き取り試験で不合格となったロットにおいて、不合格となった
圧接箇所を切り取り再圧接する場合は、監督員と協議する。

協議 協議

(4) 不合格圧接部の修正を行った場合の記録を監督員に提出する。 提出
6 コン
クリ
ート

3 コン
クリ
ート

1 コンクリート
の材料

(2) 砂利及び砂の絶乾密度を2.4kg/cm3以上、吸収率を4.0％以下とす
る場合は、監督員の承諾を受ける。 承諾

工事 の材
料及

2 コンクリート
の調合

標準仕様書に示された混和剤以外の混和材料の使用について、特
記がない場合は、資料を提出し監督員の承諾を受ける。

承諾

び調
合

調合強度の確認について、材齢28日の圧縮強度によらない場合
は、監督員の承諾を受ける。

承諾

4 レデ
ィー
ミク

1 コンクリート製造工場の選定に当たっては、監督員の承諾を受け
る。 承諾

スト
コン
クリ

Ⅱ類のコンクリートを使用する場合は、監督員の承諾を受ける。
承諾

ート
の選
定、
製造

3 コンクリート
の発注及び製
造

(5) 呼び強度を保証する材齢は、28日とする。ただし、あらかじめ監
督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 承諾

及び
運搬

(6) 製造に先立ち、レディーミクストコンクリート工場の配合計画書
を監督員に提出し、承諾を受ける。

承諾

5 コン
クリ
ート
の品

1 品質管理一般 (1) Ⅰ類のコンクリートの品質管理の試験結果及び生産者が行うJIS A
5308による品質管理の試験結果を確認し、監督員に報告する。 報告

質管
理

Ⅱ類のコンクリートの場合は、JIS A 5308により品質管理を行い、
結果を監督員に報告する。

報告

5 調合管理強度 判定の結果、不合格の場合は、その原因を調査して必要な措置を
定め、監督員の承諾を受ける。
なお、原因が調合にある場合は、6.3.2により新たに計画調合を定
め、監督員の承諾を受ける。

承諾

6 コン
ク
リー
トの
工事
現場

1 工事現場内運
搬

(1) 圧送後のモルタルは、型枠内に打ち込んではならない。ただし、
これにより難い場合は、監督員と協議する。

協議

レディーミク
ストコンク
リート製造工
場の選定

不合格となっ
た圧接部の修
正
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章 節 番号 号
工 事
受注者

発注者

内運
搬、
打込
み及
び締
固め

2 コンクリート
の練混ぜから
打込み終了ま
での時間

(2) コンクリートの練混ぜから打込み終了までの時間の限度を遅らせ
るなどの特別な方法を講ずる場合は、監督員の承諾を受ける。

承諾

8 型枠 2 材料 (1) コンクリート打放し仕上げ以外のせき板の材料は、「合板の日本
農業規格」の「コンクリート型枠用合板の規格」による。Ｂ－Ｃ
以外とする場合は、監督員の承諾を受ける。

承諾

(3) スラブのせき板の材料として床型枠用鋼製デッキプレートを用い
る場合は、実績等の資料を監督員に提出する。

提出

3 型枠の加工及
び組立

(10) コンクリートの打ち込みに先立ち、型枠の組立状態を確認し、監
督員に報告する。

報告

4 型枠の存置期
間及び取外し

(2) 型枠の最小存置期間を圧縮強度により確認する場合は、6.9.3によ
る資料により、監督員の承諾を受ける。

承諾

コンクリートの圧縮強度を「現場打コンクリートの型わく及び支
柱の取りはずしに関する基準」（昭和46年１月29日 建設省告示第
110号）第１第一号ロに基づき定める場合は、コンクリートの圧縮
強度の計算結果により、監督員の承諾を受ける。

承諾

(4) スラブ下及び梁下のせき板は、支柱を取り外した後に取り外す。
ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。

協議

9 試験
等

1 一般事項 軽易なコンクリート工事の場合は、監督員の承諾を受けて、試験
を省略することができる。

試験 承諾

5 構造体コンク
リート強度の
判定

(2) 不合格となった場合は、監督員の承諾を受け、適切な試験方法に
より構造体の強度を確認した上で、必要な処置を検討し、その実
施について、監督員の承諾を受ける。

承諾

6 構造体コンク
リートの仕上
りの確認

(2) 構造体コンクリートの部材の位置・断面寸法、表面の仕上り状
態、仕上りの平たんさ、打込み欠陥部、ひび割れ及びかぶり厚さ
の確認を行い、監督員に報告する。

報告

(3) 上記の確認結果が設計図書に適合しない場合は、必要な措置を検
討し、その実施について、監督員の承諾を受ける。
また、承諾を受けた方法による補修完了後は、直ちに監督員の検
査を受ける。

承諾
検査

(4) かぶり厚さ不足の兆候の有無について目視で確認を行い、監督員
に報告する。

報告

かぶり厚さ不足の兆候がある場合は、必要な措置を検討し、その
実施について、監督員の承諾を受ける。
また、承諾を受けた方法による補修完了後は、直ちに監督員の検
査を受ける。

承諾
検査

12 暑中
コン
クリ
ート

3 製造及び打込
み

(1) 荷卸し時のコンクリートの温度は、35℃以下とする。ただし、こ
れにより難い場合は、監督員と協議する。 協議

7 鉄骨
工事

1 一般
事項

3 鉄骨製作工場 (3) 鉄骨製作工場の加工能力等の証明となる資料を提出し、監督員の
承諾を受ける。

提出 承諾

(4) 鉄骨製作工場における品質管理が適切に行われたことを示す記録
を監督員に提出する。

提出
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章 節 番号 号
工 事
受注者

発注者

2 材料 10 材料試験等 (2) 材料が設計図書に定めた品質及び性能を有することの証明を、規
格品証明書ではなく、その他規格を証明できる書類に代える場合
は、監督員の承諾を受ける。

  承諾

3 工作
一般

9 仮設用部材の
取付け等

(1) 仮設のため、鉄骨に補助材を取り付け、又は貫通孔を設けるなど
の措置の必要がある場合は、監督員の承諾を受ける。

  承諾

4 高力
ボル

8 締付け後の確
認

(4) 締付け後の確認結果を記録し、監督員の検査を受ける。
検査

ト接
合

9 締付け機器及
び確認用機器

(2) トルクコントロール法による。締付けを行う場合は、毎日１回作
業開始前に、JASS 6 6.4［高力ボルトの締付け］b.(4)に準じて締
付け機器の調整を行い、その結果を記録する。ただし、あらかじ
め監督員と協議した場合は、この限りでない。

協議

6 溶接
接合

3 技能資格者 (4) 溶接技能者の技量に疑いを生じた場合は、工事に相応した試験を
行い、その適否を判断し、監督員の承諾を受ける。

  承諾

7 溶接施工 エンドタブについて、鋼製エンドタブを用いない工法とする場合
は、監督員の承諾を受ける。

  承諾

アークストライクを起こした場合は、その措置について監督員と
協議する。

協議

10 溶接部の確認 (1) 溶接着手前、溶接作業中、溶接完了後は、確認項目に従って確認
を行い、その結果記録を監督員に提出する。

提出

11 溶接部の試験
を行う有資格
者

(2) 試験機関の組織体制、所有する探傷機器、技能資格者、試験の実
績等の資料を提出し、監督員の承諾を受ける。 提出 承諾

12 溶接部の試験 (1) 技能資格者が行う溶接部の試験について、その結果記録を監督員
に提出する。

提出

13 不合格溶接の
補修その他

(2) 溶接により母材に割れが入った場合及び溶接割れの範囲が局部的
でない場合は、その処置について監督員と協議する。

協議 協議

(3) 不合格溶接の補修を行った部分の全数について試験を行った場合
は、その結果記録を監督員に提出し、承諾を受ける。

提出 承諾

7 スタ
ッド
溶接
及び

2 スタッド溶接
作業における
技能資格者

(2) 溶接技能者の技量に疑いを生じた場合は、工事に相応した試験を
行い、その適否を判断した上で、監督員の承諾を受ける。 試験

承諾
検査

デッ
キプ

6 スタッド溶接
完了後の試験

(2) スタッド溶接完了後の試験については、その結果記録を監督員に
提出する。

提出

レー
トの
溶接

7 不合格スタッ
ド溶接の補修

(3) 不合格スタッド溶接の補修を行った部分は全数試験を行い、その
結果記録を監督員に提出し、承諾を受ける。 提出

承諾
検査

10 工事
現場
施工

5 建方 (6) 鉄骨に材料、機械等の重量物を積載する場合や、特殊な荷重を負
担させる場合は、補強の要否等の必要な検討を行い、検討結果を
監督員に提出する。

提出

(8) 建て方が完了した時点で、形状及び寸法精度について確認し、監
督員の検査を受ける。

検査

12 溶融
亜鉛
めっ
き工
法

4 溶融亜鉛めっ
き

(6) 亜鉛メッキ完了後、溶接部等に割れを発見した場合は、監督員と
協議する。

協議 協議

(1)
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章 節 番号 号
工 事
受注者

発注者

8 コン
クリ
ート
ブロ

2 補強
コン
クリ
ート

3 モルタルの調
合

目地幅が10mm程度以外の場合は、調合計画書を提出し、監督員の
承諾を受ける。   承諾

ック
・
ALC
パネ

ブロ
ック
造

9 ボルトその他
の埋込み

ボルト、とい受金物、配管の支持金物等を壁面に埋め込む場合の
埋込み箇所は、目地位置とする。ただし、これにより難い場合は
監督員と協議する。

協議 協議

ル・
押出
成形

3 コン
クリ
ート

9 電気配管 (1) ブロック帳壁面に、溝掘り配管を行う場合は、監督員と協議す
る。 協議 協議

セメ
ント
板工
事

ブロ
ック
帳壁
及び
塀

(2) ブロックの空洞部に電気配管を行えない場合は、監督員と協議す
る。

協議 協議

4 ALC
パネ
ル

3 外壁パネル工
法

(5) 取付け完了後、欠け、傷等が生じた場合は、監督員と協議の上、
補修用モルタルを用いて補修する。 協議 協議

9 防水
工事

1 一般
事項

3 施工一般 (2) 防水層の施工については、監督員の検査を受ける。
検査

5 塗膜
防水

4 施工 (3) コンクリートの打継ぎ箇所等で防水上不具合のある下地は、監督
員と協議する。

協議 協議

7 シー
リン
グ

2 材料 (2) 異種シーリング材が接する場合は、監督員と協議する。
協議 協議

4 施工 (4) 2成分形シーリング材のサンプリング資料を監督員に提出する。 提出
(6) 外部シーリングに不具合があった場合は、監督員と協議を行う。 協議 協議

5 シーリング材
の試験

(1) 同じ材料の組合せで実施した試験成績書がある場合は、監督員の
承諾を受けて、接着性試験を省略することができる。

試験 承諾

10 石工
事

1 共通
事項

3 施工一般 (2) 合端の見え隠れ部分を粗面仕上げとする場合は、監督員と協議す
る。

協議 協議

2 材料 3 その他の材料 (1) 特記仕様書に示されていない取付モルタルを使用する場合は、実
績等の資料を監督員に提出する。

提出

特記仕様書に示されていない目地用モルタルを使用する場合は、
実績等の資料を監督員に提出する。

提出

(2) 特記仕様書に示されていない浸透性吸水防止剤を使用する場合
は、実績等の資料を監督員に提出する。

提出

(3) 特記仕様書に示されていない石裏面処理材を使用する場合は、実
績等の資料を監督員に提出する。

提出

(4) 特記仕様書に示されていない裏打ち処理材を使用する場合は、実
績等の資料を監督員に提出する。

提出

(7) 特記仕様書に示されていない金物の固定に使用する充填材料等を
使用する場合は、実績等の資料を監督員に提出する。

提出

11 タイ
ル工

1 共通
事項

6 施工前の確認 不具合が発見された場合は、監督員に報告する。
報告

事 7 施工後の確認
及び試験

(1) 外観確認で不具合が発見された場合は、監督員に報告する。
報告
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章 節 番号 号
工 事
受注者

発注者

(2) 打診確認で浮・ひび割れが発見された場合は、確認結果を監督員
に報告する。

報告

(3) 必要がないとして引張接着試験を省略する場合は、監督員の承諾
を受ける。

  承諾

引張接着試験の試験体の位置は、監督員の指示による。   指示
不合格の場合は、品質計画で定めた方法で処置し、監督員の検査
を受ける。

検査

2 セメ
ント
モル

3 張付け用材料
等

(2) 保水剤の実績等の資料を監督員に提出する。
提出

タル
によ
るタ

(5) 既製調合目地材の実績等の資料を監督員に提出する。
提出

イル
張り

7 養生及び清掃 (2) 目地モルタルによる。汚れが著しい場合は、監督員の承諾を受け
て、清掃に酸類を用いる。

  承諾

3 有機
系接
着剤
によ
るタ
イル
張り

6 清掃 (2) 目地モルタルによる。汚れが著しい場合は、監督員の承諾を受け
て、清掃に酸類を用いることができる。

  承諾

12 木工
事

1 共通
事項

5 継手及び仕口 (4) 継手及び仕口の明示がない場合は、適切な工法を定め、監督員に
報告する。

報告

2 材料 1 木材 (1) 品質、含水率、出荷量等を記録した出荷証明書を監督員に提出す
る。

提出

(2) JAS材以外の「製材」は、目視による欠点がないことを全数確認
し、報告書を監督員に提出する。

提出

(3) JAS材以外の「造作用集成材」は、目視による欠点がないことを全
数確認し、報告書を監督員に提出する。

提出

(4) JAS材以外の「造作用単板積層材」は、目視による欠点がないこと
を全数確認し、報告書を監督員に提出する。

提出

3 防腐
・防

1 防腐・防蟻処
理

加圧注入JIS9002による。使用薬剤、注入量等の証明書を監督員に
提出する。

提出

蟻・
防虫
処理

薬剤の塗布等により処理を行った場合は、処理に使用した薬剤、
使用量等の記録を監督員に提出する。 提出

13 屋根
及び
とい
工事

3 折板
葺

3 工法 (3) やむを得ず折板の流れ方向に継ぎ手を設ける場合は、監督員と協
議する。 協議 協議

14 金属
工事

1 共通
事項

3 工法 (1) あと施工アンカーの引き抜き耐力の確認を省略する場合は、監督
員の承諾を受ける。

  承諾

不合格ロットが発生した場合は、直ちに作業を中止し、不合格の
発生原因を調査して、必要な改善措置を定め、監督員の承諾を受
ける。

  承諾
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章 節 番号 号
工 事
受注者

発注者

5 軽量
鉄骨
壁下
地

4 工法 (6) ダクト類の開口部の補強に当たり、取付け強度を必要とする場合
は、監督員と協議する。 協議 協議

15 左官
工事

1 共通
事項

3 見本 施工に先立ち、見本帳又は見本塗板を監督員に提出する。
提出

3 モル
タル

2 材料 (3) モルタル混和材料に使用する。保水剤の実績等の資料を監督員に
提出する。

提出

塗り 建具廻り等の充填モルタルの防水剤及び凍結防止剤の実績等の資
料を監督員に提出する。

提出

4 下地処理 (4) 目荒し工法においては、高圧水洗処理に先立ちの試験施工を行
い、目荒しの状態について監督員の承諾を受ける。

  承諾

5 工法 (4) セメントモルタル張りタイル下地のモルタル下地面の仕上げ精度
の確認結果を監督員に報告する。

報告

外装壁タイル接着張り下地のモルタル塗り仕上げの精度の確認結
果を監督員に報告する。

報告

外壁タイル張り下地のモルタル塗りの浮き及び精度の確認結果を
監督員に報告する。

報告

6 仕上
塗材
仕上
げ

4 下地処理 (2) 外壁のコンクリート下地等のひび割れの処理方法は、監督員と協
議する。 協議 協議

10 しっ
くい
塗り

2 材料 (1) 粉つのまた又は水溶性樹脂 (メチルセルロース等）ののりを使用す
る場合は、監督員の承諾を受ける。   承諾

11 こま
い壁
塗り

3 調合 (5) 材料の性質により仕様書により難い場合は、監督員と協議する。
協議 協議

16 建具
工事

8 建具
用金
物

2 材質、形状及
び寸法

(8) 主要な金物は、見本品により監督員の承諾を受ける。
  承諾

4 鍵 (2) 引渡しに先立ち、鍵と照合し、監督員に報告する。 報告
17 カー
テン

1 共通
事項

1 一般事項 (2) 設計図書に定める事項以外は、監督員の承諾を受けて、カーテン
ウォールの製造所の仕様とすることができる。

承諾

ウォ
ール

3 性能 (3) 特記がない場合の性能の確認及び判定に当たっては、適切な資料
により、監督員の承諾を受ける。

承諾

工事 3 PC
カー
テン

4 製作 (2) 配筋についての特記がない場合は、配筋を定めた計算書により監
督員の承諾を受ける。 承諾

ウォ
ール

やむを得ず、鉄筋交差部を緊結ではなく溶接とする場合は、監督
員の承諾を受ける。

承諾

18 塗装
工事

1 共通
事項

5 見本 仕上げの色合は、あらかじめ監督員に提出した見本帳又は見本塗
板による。

提出

20 ユニ
ット

2 ユニ
ット

14 ブラインド (1) スラットの色見本を監督員に提出する。
提出

及び
その

工事
等

15 ロールスク
リーン

(3) スクリーンの色見本を監督員に提出する。
提出
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章 節 番号 号
工 事
受注者

発注者

他工
事

16 カーテン及び
カーテンレー
ル

(2) 生地の色見本を監督員に提出する。
提出

3 プレ
キャ
スト
コン

3 製作 (4) 配筋についての特記がない場合は、配筋を定めた計算書を監督員
に提出する。 提出

クリ
ート
工事

(5) 取付金物をあと付けとする場合は、監督員の承諾を受ける。
  承諾

22 舗装
工事

1 一般
事項

3 再生材 やむを得ず、再生材を使用しない場合は、監督員と協議する。
協議 協議

2 路床 4 施工 (1) 工事に支障となる障害物（容易に取り除けるものを除く。）を発
見した場合は、監督員と協議する。

協議 協議

(2) 切土した路床が軟弱な場合は、監督員と協議する。 協議 協議
(7) 添加材料による路床安定処理には、目標CBRを満足する。
添加量を適切な方法で定め、監督員の承諾を受ける。

承諾

3 路盤 5 試験 (1) 路盤の最大乾燥密度は、JIS A 1210に基づく試験により確認し、監
督員の承諾を受ける。

承諾

4 アス
ファ

4 配合その他 (4) 配合の試験結果がある場合又は軽易な場合は、監督員の承諾を受
けて、試験練り及び試験施工を省略することができる。

承諾

ルト
舗装

6 試験 (1) 軽易な場合は、監督員の承諾を受けて、切取り試験を省略するこ
とができる。

承諾

実施配合の値を基準密度とする場合は、監督員の承諾を受ける。 承諾
5 コン
クリ
ート
舗装

5 養生 (1) コンクリート温度が２℃を下回るおそれのある場合、養生方法は
コンクリートの初期凍害を防ぐものとし、監督員の承諾を受け
る。

承諾

6 カラ
ー舗
装

4 配合その他 (1) 軽易な場合は、監督員の承諾を受けて、加熱系混合物の見本作成
を省略することができる。 承諾

(2) 軽易な場合は、監督員の承諾を受けて、ニート工法及び塗布工法
の配合その他見本の作成を省略することができる。

承諾

7 透水
性ア
スフ
ァル
ト舗
装

4 配合その他 (2) 同じ配合の試験結果がある場合又は軽易な場合は、監督員の承諾
を受けて、試験練り及び試験施工を省略することができる。

承諾

23 植栽
及び

1 共通
事項

3 植栽地の確認
等

(2) 植栽地の排水性（透水性）及び土壌硬度の確認及び試験結果を監
督員に提出する。

提出

屋上
緑化

(3) 上記の確認及び試験の結果、樹木等の生育に支障となるおそれが
ある場合は、監督員と協議する。

協議 協議

工事 2 植栽
基盤

3 材料 (3) 土壌改良材を使用する場合は、品質を証明する資料を監督員に提
出し、承諾を受ける。

提出 承諾

3 植樹 2 材料 (1) 樹木について、やむを得ない場合は、監督員の承諾を受けて、栽
培品以外のものを用いることができる。

承諾
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工 事
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5 屋上
緑化

3 材料 (1) 屋上緑化システムの実績等の資料を監督員に提出する。
提出

(2) 屋上緑化軽量システムの実績等の資料を監督員に提出する。 提出
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